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耍因を導入し | ^ * ;暮方程式を次のように拡大する。 

l o g  « /  ニ G 。+  C i ( W / / W i )  +  C z A j + a N / ‘+ «  ，

この計測の結果，距i f 効果 N / め影響が無視し難い 

大きさをもつことを統計的に導U i する。

第 4 章は ,’ 労働終動の社会的要因として，出稼慣習 , 

募集地盤等をとり，その評測が行なわれるが,データ 

の信頼性の問題もあって，相開係数は必ずしも有意で 

ない。

第 5 章は，中部各県に問題を絞って労働移動性困数 

を導出しようとしている。 ，

以上が班究の概略であるが，計測結服-の含意は多岐 

にわたっている。そめ中興味深い帰結は, （ィ)当時の製 

糸業の急速な衰退と，妨績業の顕著な発展の進行中と 

いう時期を反映して總績労働移励に対する製糸労働の 

減少の彫響という，産業構成の変化に基づく需要侧の 

要因が統計的に検出されたこと，（ロ)既成の労働夥動理 

. 論' - — ■ •「資金格差説J としs t 業機会説J - 一- に対して, '  

経験的分析の债結からは，両理論仮説が必ずしも対•立 

仮説として成立するものではないこと，等の論力';展 

1 3 H される。

しかし本書を通じての論点の中心は,あくまで応 

募方程式を基礎にする定量的接近が，労働移動に対す 

る経済的要因の作用を受けること，換言すれば，通説 

において，労働移動の非合理的 . 惯習的侧jS Iが強調さ 

れてきたのに対し経済的要因に基づく供給 I t 俘の合 

现的行為の結果が計測されること，そしてその服りを 

おいて，得られた結論の一般的普遍性が失われていな 

.いことを强調した点にあると考えられる。同時に,経 

済学的耍因の明確な摘出が，移動障害耍因としての距 

離効級の検出につながり，最初に述べた経済学的接近 

と社会学的，心理学的接近の両者の定最的分析におけ 

る綜合という試みI'こ成功したものと判断し得る。著者 

の指摘する如く，利用可能な^ {料が，昭利戦前期,繊 

雄労働移動に服られていること，地域分が行政的府 

区分を基礎としていること等に問題は残るが，労 

働移動のデ一タを理論の要請に墓づいて，はぽ完璧に 

整 理 し -ゆなるc ? is e -s U K iyの域を趣えて綜合的かつ経 

济的並びに社会的耍囚分析に基づく，針ilk経済学的接 

を試みた点において，学位請求論文にふさわしい研 

究成果をもたらしたものと認める。

論 文 審 査 担 当 者 E l i 査 m m 做 

副 拖 鈴 木 説 - "

■ 副 迁 ホ J1I 太郎

古田精司君学位授与報告

報 '告 番 号 IT̂第 285号 

学位の種類経済学博士 

授与の年月日昭和45づP 9 月18日 
学f封命文題名 r法人m 帰. のま証分析J

内 容 の 要 旨

r法人税帰着の実!it分析J 論文要

古H 精司 

1 . 法人税転嫁分析における問題意識 .
財政学プロパーの領城—— いわぱ IIオ政学研究者であ 

る以上避けて通ることが許されない領域があるとすれ 

ぱ，そ の 1 つに租税転嫁および帰着分析を挙げること 

ができよう。 ミュルダールは「真に科学的立場に立つ 

財政論は原則論を論議すべきものではなく，帰着論を 

考究すべきものである J と レ r財政学は実践的に適  

用しうる研究方法をつくるぺきものであって，通俗ラ!^ 

而上学の領域を追放すべきものなのでぢる J と明快に 

指搞している。

この見地に立つとき，法人税転嫁分析を避けて財政 

学研究を推進することはもはや不可能となを。 とりわ 

け日本財政研究者にとっては , 法人税収入が ffl税収入 

の 3 割を占め，所得税とともに l a 税の過半を徵達して 

'いる現状では，転嫁分析をつうずる法人税の性格提定 

があってはじめて法人税制と税体系のあり方を議論し 

うるといっても過言ではない。，ここ数年来激しい論議 

が交わされた法人税廃止による法人利潤税導入の是非 

についても , また今後の論争力 '、予想される ®境税とし  

ての付加価値税導入の是非についても,本論文で到達 

した結論は不可欠の一論拠を提供できると信じたい。

しかし 1 0 年前に筆者がチィンバーゲン教授の下で 

「財政計画経済論 J と い う テ ー マ に 収 り 組 み ， T h e  

T h e o r y  o f  F i s c a l  P o l i c y  i n  E c o n o m i c  P l a n n i n g  と M 3す ' 

る論文後をまとめた際 , 法 人 税 嫁 分 析 は ，法人税と 

いラ . の F i s c a l  I n s t r u m e n t を十金に理解する鍵と 

みなされでいた。 いわぱ純粋にア力デミックな観点か 

ら 「法人税# f着の謎 J T h e  E n i g m a  o f  C o r p o r a t e  T a x  

I n c i d e n c e と呼ぱれたチ‘ マをとり上げた，にすぎない。 

本論文において，第 者 は そ の E n i g j m a に一応の解決を 

# 免ることがでさた。 この解決を m 点として , 维 5掠は. 

伝統的な財政政策論から数 !お経济を前提とした公兆経 .
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资学へと進むこと力 ':可能となり，後者に経済評画 i l 諭 

を統合するととにより，本 来 の チ ー マ で あ る r財政計 

画経済論 J へと進むことが巧 r能となった。 '

2. 法人税の性格理解の現状

遠くはクールノーより現代にいたるまで， 「法人税 

は ip/i嫁しない」がゆえに直接税であるという学説が支 

配的であった。 また， この学説にしたがい世界各国の 

飢税分親において法人税はすべて！?f 接税に舍められて 

いる。わが国においても事情は同様である。

伝統的命 J S によれぱ , 完全競中市場であれ，独占ホ 

場であれ，企業が法人税課税に対応して産出量なり価 

格を調盤するととは，資明でないがゆえに税負担を焼 

期めに転嫁することは不可能であるとされた。

しかし,この命題には幾つかの疑問が投げかけられ 

て V 、た，盤现すれぱ次の 5 点である。

' 川ロ バ ム ト ソ ン が 示 唆 す る よ う に ，法人税の課税 

標準に費用要素が含まれるなちぱ価格調整による 

転嫁の可能性が存在する <■

(2) シャウプが指摘するように， 管理価格型企業の 

’利潤極大化は短期的目標でなく長期的目標である 

がゆえに， ここにも転嫁の可能性が生ずる。

(3) 独占 I s 争市場においては,法人税の増税は価格 

引上げのシグナルとして作用しうるから， ここに 

も転嫁の可能性がある。

(4) 貧金契約 .の 団 体 交 渉 に お い て ,労 働 組 合 が a l l  

o r  n o t h i n g 契約を要求するならぱ,税魚担が後転 

する可能性が生まれる。

(5) さらに進んで,企業が平均費用による網格決定 

方法をとるならぱ , 法人税は利潤マ一ジン f c 含め 

られ価格に上乘せされ転嫁する -fiT能性が生まれる。

3. K r z y z a n i a k - M u s g r a v e モデルの先駆的意義

法人税はま接税であって転嫁しないとする伝統的命

題に対 .しては. L e r n e r と H e n d r i k s e n のよ.うにアメリ 

力製造業の利潤率が戦前♦ 戦後にわたり法人税率の急 

激な引き上げにもかかわらず,安定的であるとの統計 

的例鼓からも攻摩が加えられた。けれども計量モデル 

により樊諷的 {■こ転嫁説を樹立したのは， K r z y z a n i a k と 

M u s g r a v e を も っ ズ 嚼 矢 と す る 論 力 ;ではK - M モデル 

による分析と呼ぶ〉。

K — M により训発された計モデルによる法人税の  

短期め転嫁に関する樊証分析の利点は，経济理論から 

導出された理論仮説から出発し推測統針学の推定論 

と仮説檢定論を ifc；用して，理論仮説に数量的め容を与 

えることにより，仮説の現実的妥当性をチストしうる

ところにある。 K — M は平均廣用価格形成原理を定式 

化し , 粗収益詩'^を従属変数とする I S 0 も 1U j i — 方程式の 

独立変数の 1 つに法人税変数を導入しその回帰係数  

により鞍嫁度の測范を可能ならしめた。 K — M は ,こ  

のモデルによりアメリ力製造業および産業別‘. 企業規 , 

. 模別に法人税転嫁の短期分析を試み， その結果 100 %  

を上圓わるという高い転嫁鹿力 ';檢証された。

K - M モデルをわが国の製造業および製姊♦ 印励j ‘ 

電力，斜溯，造船の諾邀業に透用してみると，アメリ 

力とはぱ同様の結渠がえられた。しかしわが国のケ 

ースで注目すぺきは次の2 点である第 1点はK —M 
モデルに対する批判としてプレッシャー変数の欠除が 

举げられているため,；同変数として雇用率をわが国の 

レ 乂では導入された。だが. この修正によっても， 

定黏果は，大きな影響を叢ろていないことが確認でき 

. . た。第 2 ☆は産業別に増减税の較嫁度を推定してみる 

と，.わが国りケースでは，- 電力巢のパブプォーマ:/.,ス 

が優れており, 増税の場合，税魚担を消費者に転嫁し 

ても減税の場合,その利益を消費者に還元しているこ 

とが確認された。とれら2 点はK一M自身も未確認で 

ちるだけに, その重耍性を強調したい。

4. K i l p a t r i c k モデルの適用と評価

現代経済の主要特質の 1 つに寒占市場の拡大イ匕が拳 

げられ，'また数£ 市場の特質がかかって巨大企業の市 

場支配力に求められるとき，法人税転嫁の起動力を企 

業の市場支配力ないし独占力に求めるととは , 当然の， 

着眼点といわねぱならない。

K一モデルにおける転嫁分析の槐角は,法人税の転 

嫁度力'、企業の独占力にすべて依存するから独占力に 

恵まれた企業はそれだけ,より多く税負担の転嫁を果 

しうるとみるところにある。増税以前に企業がなんら. 
かの理由i c より利潤極大化行動をと力ていなかったと 

すれば，増税の衝撃により利潤極大化への誘因が与え 

られ，製品価格の引上げによろ課税前利潤の増大が図； 

られることになろう。そこで転嫁が生じていたとすれ. 
ば，填税前後の/ま業利潤率は当該産業の独占力とプラ 

ス0 相関をもっているはずである。この仮説を検証す 

るため* K …モデルでは産業間の别潤率焚賜/を規定す- 
る 諸耍因を独立変数と したクロスセクシg ンによる多 

元回帰分析が試みられ,独立変数り1 つとしての独占 

力 （集中度) カサIj潤？# 変勘に対し高度に#意であるとし 

ている。ここから導出される結論は，法人税の短期的 

前転め仮説支持にほかならない。

K--T：- デルをわが国に適/ [jしてみると, アメリカめ..
7 5 (2 2 7 )
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推定値に近い結果がえられた。けれども推定値の信頼 

度はアメリカよりも劣っている。そこでK — モデルに 

*0いて埋論モデルの構築と回帰式推定過程の両而から 

再吟味を試みた結果，Kーモデルについては一層の改 

善を必要とするとの結論に達した。

. 5 .  Gordonモデルの適fflと評価 

Gordonモデルでは，一方ではK一M モデルの分析 

，帰'結である過剰転嫁を批判する目的で，他方ではKー 

モデルの集中度を指標とする分析帰結である完全転嫁 

を批利する目的で構成され，その結果，ァメリ力製造 

業では法人税の短期的前はありえなかったという結 

.論に到達している。

Gordonの分析手法は，K —M モデルと同様に従厲 

変数として法人収益率および分配率をとった戦前，戦 

. 後の時系列回帰式を組むが, しかしK ^ M モデルとは 

異なり. モデル内の独立変数は，平均費用倾格形成を 

実施する企業のありうべき利潤決定行動式から論理的 

に導出されるところに特色がある。標本期間も対象産 

業数もK —M l りも掀張されているのみならず,回帰 

式推定法もK一M とは異なり，非線型方式をとってい 

る。

一 モデルをわが国製造業に適用した結果は，アメ 

リカ製造業につV、てえられたごとき曳好な推定値をも 

，たらさなかった。したがって，G—モデルセ導入され， 

‘た各独立変数は，すべてわが国製造業の転嫁行動型の 

.説明には適切とはいえないと結論できる'。しかしG— 
モデル自体は，転嫁理論仮説が明示され,.また回帰分 

析手法の論理性からもK一Mモデルに優っていると判 

，定できよう。. '
6. 試論モデルによる転嫁分析 

アメリ力で開発された転嫁モデルは次第に洗練化さ 

れ新I A 、情報をもたらしたが，未だ満足しうる帰結が 

•えられたとは考えられない。 . .
この試論においては,これまでの法人税転嫁計量モ 

デルの貝献を考慮に入れ，新たに市場構造別.長期時 

.系列モデルを組み.その上でわが国法人税の帰着テス 

hを試みることにした。モデルの特徵は•■ホ場構造別J 
.と呼ぱれるように, 競争産業，数占座菜の異同を明確 

，に転嫁分析において港慮すること，および長期 ffを系 

列:！的にK - M およぴG— たデルのごとく戦前.戦後 

に；！:る法人税率の変遷が税ゴミ担の帰着にいかなる効鬼 

，をおよぽしたかを検討することにある。

推走結果によると，製紙業のごとき力ルチルM格型. 
渡業では転嫁ほは20%に達しないが，ガラス衆:のこ♦と

き管理価格型産業では転嫁度は50%に も し 鉄 ⑩ ぉ  

よびセメント業ではそれらの中間の転嫁度を示してい 

る。各産業の制格支配力に基づくパターンからみて，

これらの推定結果は転嫁の経済理論的仮謝と照合せし 

るめと，その問に論理的斉合性が保たれていることが 

みいだせる。

筆者は試瑜モデルの推定結果がr法人税帰着の謎J 
のすぺてを解明したとは考えていない。しかしその謎 

の解明が一歩一歩前進し,伝統的命題でる非転嫁説 

が棄却される運命にあることは確言できよう。

論文參查のM 旨

主論文 r法人税帰着の奨飄分析J は,これまで行わ 

れた法人税の転嫁. 非転嫁論の各種実誰分析を，わが 

H の統計資料に拠って実証をしすすんで箸者の積極 

的展間に及ぶ内容のものである。

法人税の転嫁論は，これを利潤最大化の企業行動原 

理と结ぶ完全競争市場，あるいは完全独占市場の静態 

理論モデルの上で論じろとき，答はノ一でらねぱな 

らないというのが, 正統的な見解である。もし法人税 

が転嫁の可能性ありとするならば，ギれは第一に利潤 

最大化という企業行動仮説に替わる仮説を導入すると

、う問題にかかわる。たとえぱ売上高最大化という行 

動仮説をも検討してみなけれぱならない。また，、企業 

者の行動基準に長期利潤と短期利潤とを設定するとと 

もK 企業者がこれらに付与づ-るウェイトも考慮する 

ととも一考に値いしよう。 •
第二に,市場を完全競争と完全独占という兩極の中 

間に位置する，さまざまな寡占型態として考察しなけ 

れぱならない。この場合，第"-の問題と関連して，企 

業が糖極的に利潤を最大化しない行動に，なんらかの 

現実的な理由付けが必要となる場合があろ。

第三に，以上のような問題点は，そもそも r転嫁J 
'とはなにかという根本問題への反省につながる。，転嫁 

はしばしぱー市場の部分均衡分析によって理論的解明 

がなされてきたが, 上記の'ように.企業行励仮説r 新し 

い仮説を導入したり，さまざまな寡占市場を考察の对 

象とするならぱ，それは说をだれが鱼担するかという 

従来の転嫁論の間題意識は稀報化しただ法人税が価 

格に廣響を及ぽすかという,；価恪形成のメカニズムの 

問題に律点が移行するからである。

この最後の問題に焦点を移すならぱ，それが突誕分 

祈にかかわる問題であると同時に，従来の価格の卖証 

分析の結果から見ても，いか.に旧難な作巢であるかが

76(228)
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自ら判明するはずである。この困難にあえて挑戦する 

ことが，本書の主目標であり，これに関するわが国最 

初の実証分析として，本書はきわめてュニ一 クな地位 

を占めるものである。

法人税が現実に転嫁したのかどうかを，統計資料か 

ら直接読み取ることができないことが，最初の困難で 

ある。たとえぱ，アメリカの長期時系列デ一タについ 

てみ;れぱ，一方で法人税率のいちじるしい上昇傾向に 

対し他方資本の税引利潤率はほぽ一足である。した 

がって，法人税は転嫁されたという判定も成立つ。し 

かし, おなじ長期時系列データでも,企業総所得に対 

する税込利潤率もまたはぽ一定であるから，このデ一 

タからは法人税は転嫁しなかったという判定を下だす 

こともできる。しかし本書も述べているように，も 

し税率の上昇が資本係数の低下とパラレルならぱ， 2 
つの指標の長期一定性は両立しうることになる。この 

2 つの指標を結ぶ恒等式をかんがえるならば, 2 つの 

指標の長期一定性を認めることは，実は資本係数が税 

率の上昇によって比例的に低下しなければならぬこと 

を意味する。もしそれが現実に確認できないとしたら， 

2 つの指標の—定性g 保力i疑われねばならない。いず 

れにせよ, この指標のみから-転嫁.非転嫁を判定する 

ことは困難である。

それでは，転嫁現象を直接計測することはどうであ 

らうか。その方法の第一は，過去の時系列データから， 

税込利潤形成のモデルの中での説明変数としての法人 

税の有効性を検討することである。この場仓，税込利 

潤力赠せぱ法人税収もふえるのであるから，法人税が 

説明変数であるための独の工夫が後らさねぱならな 

い。

方法の第二は，法人税転嫁が企樂の市場価格支配力 

に依存するということに着目し課税後利潤卒の上昇 

度合をもって転嫁の尺度としとれと集中度とを相関 

させるもので，いわぱク ロ ス ，セクション分析である。

この2 方法についての実証分祈力;本書の目的なので 

ある。これらの方法のいずれによるにせよ，転嫁現象 

の説明モデルはいまだ確ましたものとはいえないが， 

今日までのこの種実証分扩rはその発展にきわめて大き 

，な靠献をレているとV、免よう。

さて本書第1 章は，法人税転嫁問題の理論的侧而を 

経験デ一タの伽ffflとを展望し上述のような問題点を 

斯摘している。

第 2 章は時系列デ-^タによるャン>グレイヴ，クルジ 

ザユアックのモデル（K一 デ ル )を极う0 本書はK一

Mモデルをわが® の諸産業に適用したものである。推 

定結果はかならずしも満足すべきもりではないが，.ひ 

とつには，それはデータゐ不足によるものともいえよ 

う分析は自己資本べ-^ス，総資本ぺュスについて， 

製造業 . 電力業‘ 造船業等7 産業を選んで行われてい 

る。 '
第 3 章はキルバトリックのモデル（Kモデル）をとり 

上げる。これは前述のクロス.セク シ g ンモデルであ 

る。ここでもわが国における推定結果はかならずしも 

良好なものではない。クロス，セクシさン分析の困難 

さもさることながら,ここでは粒嫁度の指標の作成法 

をとら免て，むしろモデル自身に筆者の批判の目が向 

けられている。

第4室はゴ ー ドンのモデル（G モデル）であを。これ 

はK 一M モデルに拠りながら，モデル内の独立変数を. 

マー力ップカまによる利決定行動式から選ぶところ 

に特色がある。ここでも非線型推計とい.う困難な方式 

をあえて適用しながら，わが国fcついての実誕分析が 

おこな-われている。推計結架はこれまた満足すぺきも 

のとはいえな'̂、が, アメリカの結果とは対照的に，わ 

が国製造業につ、、てはぽ完全転嫁の結果を示レて、る 

ことは，こんごの推計方法のいっそうの檢射の上でも, 

注目に値いしよう。 '

第 5 さは試論モデルと称して，筆者独自の推許方法 

を開拓している。すなわちそれは，市場構造の相異を 

明示的に導入した長期時系列モデルである。分析の对 

象は, セメント*鉄銅 • 製紙 . 板ガラスの4 ま業であ 

り, 観測期間はセメント以外は戦後のみである。

結果はこれまでのに比べれぱ良好であり, 産業間の 

性質の差がかなり良く現われている。その’差によって， 

転嫁度は11%から5 0 %に及んでいる。 .

以上を通じて,維者はァメリ力で行われた実証分析 

を克明に追い，これを日本に適用し最後に独白の試 

論を提出したことがわかる。この種の実諷分析の展望 

も，これまで十分にはわが国で紹介されて、なかった 

のみならず，直接わが国のデ一タを用いて分析がなさ 

れたこともほとんど無かったのである。したがって， 

本書はユニー クかつ画期的な試みであるといえよう。， 

もちろん，’插定方法とその結果がこれをもって満足す 

べきものということはできず，筆者も述べるように， 

とのHi分析は漸く新局面を迎えたにすぎないのである。 

しかしその上で,本唐がこれからの問題の展開の贵 

2Eな礎石をきづくものであることはまもがいない。

副論文 rわが国の企榮および地力税制J は，法人税

77 (229)

m :1■ぉKゴfな-ふ'， なぬ■は■成' けか戈’.?1 ね:な":

m i ダ ，
IlfttPtfPTiyVp*''' ■"—- 一 Y-----、

i
7
!
T
—

m



学 位 授 与 報 告

ホ請者の約6 0 %が 5 ゴIこ居f t し開懇するという条件を满 

たして土地取得に成功した6 その成功者のうちホ請手 

続完了迄7 年を要したものが最も多かったのは，課税 

免除と不在投機業者の負担になる道路，学校等公共-施 

設の整備を狙ったためである。また彼らがホ-•ムステ 

ッド法にJ：る取得を転換購入にふりかえているのは， 

附加取得地あるいはi c 数のホームステツド又は両者を 

おする家族の転先と，転換!t 入後の転売による農業資 

金の渡得をめざしていたからである。

第二に，ホ一ム;^テッド申請者の中には中請:取消を 

，申立てた者がかな.りも、た。そのかなりの部分（5 の取 

消82件中54(40は権利抛泰であった。この権利拋棄地は, 
旗々想期問に不動産業者を介して転充され，権利猶棄 

者はこれにより農業資金を獲得した。権利抛棄となら 

んで， 5 力年間の居住開塑の義務を果さず地方土地局 

の裁決により#1請を取消したもの,および申請地に無 

断居住者が存在したので紛ホを避けるためホ請を取消 

したものもあ*った。 . .
このようにゲイジ郡にお、ては，農科大学証券によ 

る不在大規模取得が多く，ホームスチッド法による取 

得は少なかった。Ef3請取消地は転売されても，それは 

開拓農民の農場建設資金の疆得と経営の拡大のためで 

あって，投機的のものではなかった，と指摘してい 

.る。：

第 5 章では著者は，大土地所有の変遷を取扱ってい 

る。すなわちゲイジ郡の公有地の個人取得は，農場建 

設 . 小作制および土地投機の3 っの型の複雑な絡みあ 

いを示しているが, これをIlk得面積，取得者の居住地 

および所有期間について檢討すると，小取得者の填合 

は土地投機が農場建設と結びつけられていたのに反し 

大収得者の場合は，大農場建設，小作制樹立を目ざし 

た少数の場合を除き，大部分土地投機を0 ざしていた。

他方においX 州政府取得地は,'鉄道建設援助のため 

付与された。ミドランド.バシフィック鉄道の建設は 

ある程度まで行なわれたが, ブイリー，タクンシップ 

，所在の付与地は分割転売され，投機業者の手を転々と 

して，10ギ以上経ってようやく農民の手に渡った。公 

立学校助成用地は当お}売行さが悪かったが，1880年代 

に入ると• - 般地価の高騰により，売却が進み，代金完 

.済前に艇売可能であったため，小投機業者の手を解々 

とした，バーリントン鉄道に付与されたハイランド， 

タウンシップ所在公-有地の場合は，もる© 鹿の資☆を 

4>った開拓農民の手に売却された。

館 6 章において箸者は，土地所-有権の移動および所

お権の安定性の確立過殺を収圾っている。すなわち，

タウンシップにより私ホ地の売買のあり方は異なって 

いたが,何れのタゥシシップでも土地の売買がはげし 

く，,第2 次購入者以下あ必ずしも安定した所有者とは 

限らなかった。そこで所有権が安定するまでの所おオi  ■ 
移動旧数を見て行くと.開拓費民が多い郡では私有イ匕 

されてまもない初期には移動がはげしかったが，その 

後ほ安定して行く傾向があり，またホームスチッド法 

による取得地の方が農科大学証券によるそれより安走 

していた。これに反し大投機業者の奴得地が多かっ 

た所では安定がぉくれた，と指摘している。

第 7 享では著者は，公有地処分とその結果生じた士 

地所有形態が農業の発展にどのように影響を与えたか 

を究明している。まず第1 節では，公有地処分に際レ 

て土地所有の不平參が普しかった所は次第に平等化し 

平等だった所では大農場の発展と統合により所有の個 

在値向が生じた。また大土地所有者の性格も変化VX  
行き，1900年頃には何れの場所でも類似した傾向が見 

られるようになった。とはいえ，公有地処分に当って 

つくり出された大士地所有*不在所有の比重は永く影 

響をのこした，としている。次いで第2 節では，ゲイ’ 
ジ郡の農場保- # 況を取扱っている。すなわち，小作 

制の比® は，1870架から1885年にかけて増大する傾向 

を示し不在所有者の多い都ほど小作制の比重が高か 

っナぐ，としている。第 3 節では箸者は，1870年と1885 
ザ4 こついて開拓の進展!^を比較している。すなわち， 

農場総面積のタゥンシップ全面積に対する比ISも，さ 

らに既聖地面横，農楊資本ぉよび生鹿物価値も開拓-の 

進展度を示している。開拓の進展は，農科大学証.券に 

よる不在所有地f cるいは州政府所有地として非生産的 

にねかされているか，ホームスr ッド農民により利用 

されるか，にかかっていた。1885^̂ トこには不在大毅場は 

減少し農場規模は縮小する傾向力':見られたが，廣場既 

懇地而搏も，平均農場侧値もュ--カー当り農場侧値も 

増大した。しかし 18ぱィr にも，ホ-^ムステッド法と 

農科大学剑設法とは農業発展に正反対め影響をえて 

いたということがやさる，としている。

第 8 $ では著者は，各タウンシップだに農業発展と 

公お地制腔との旧速をかえりみて，前述の分析をもう 

一度確認している。第 8 章の末尾第7 節では，著者は， 

農場抵当ね債の分析を試みている。ここす著者は，伝 

統めM解に対する侈正説をとりあげ遂がr討している。 

すなわち, 修正説の第… 論点，「藤民の借金は生ま的 

B 的のためであり生活苦のためではないJ に対して
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制を企業活動に及ぼす効果の観点から者察した4 個の 

論文を含む。これらは主論文作成への準備段階を示す 

ものであり，主論文のま証分析の背景にある，日本の 

法人税め企業負担の突状を明らかにしたものである。 

最後の .•■わが国の地方税制J は一種の補論であるが. 
企業課税を地方税制の面でとらえることの重要性力らテ 

唆されている。

以上に述べたところから，主 ，副論文を併わせて，

これらが学位請求論文としての十分な资格をもつもの 

であると判定する。

論 文 密 查 担 当 者 主 千 種 義 人  

副 査 大 熊 一 郎 . 
副 查 福 岡 正 夫
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学位の種類経済学博士  .

控与の年月日昭和46ギ* 3 月3 1 日 

学位論文題名「アメリ力公有地史の研究■■ネプラ 

スカ州ゲイジ郡-"—

内 容 の 要 旨

•■アメリカ公有地史の研う'§—— ネプラ

スカ州ゲイジ郡一」論文要旨 

岡l i J 泰男

本論文の目的は，アメリカ公有地政策が，士地所有 

及び士地利用形態に如何なる影響を与えた力、を明らか 

にすることである。とくに各種の公有地法が，（1)民主 

化もし.くは経済的平等化の効ill，を持っていた力、をか， 

(2)経済発展を促進したか-ホかを，.ネプラス力州ゲイジ 

郡の場合について察した。士地法の具体的運過程 

及びそれが開拓農民に与えた! ^ 響を検計した結:^ ‘，(1) 

ホ一ムスデッ ド法が開拓期のゲイジ郎の民虫化と経済 

発展を推進したこと，（2)農科大学剑設法は土地投機と 

不在土地所有を生み，民主化，経济発股の両面で惡影 

碧を与えたこと力を，'明らかになった。力、かるま態は， 

アメリ力の公す/地政策が全体として哲尾--貫したもの 

でないとと，公お地制俊が内的不調和を含むもので 

ることをもijijらかにしている。

論文審査の要旨

本論文 rアメリカ公有地史の班は，アメリカ公 

有地制度史における'十'一ムスチッ'ド法め歴史的意義を, 
特にネプラス力州ゲイジ都を選び,他の土地法との絡 

みあいの中で考察したものである。

まず「序論J において，著者は,公有地制度の研究 

史をかえりみ，ホ-^ムスチタド法（1862年） タ一ナー 

以来農民を広机に創出したものとして評価されて 

きたが，1930年代に入ると，この来観説は，P .W 、ゲ 

イツらにより大幅に修正され，ホームスチッド法下に 

公有地制鹿は很本的に改;されなかった し I1H拓農民 

による公有地の無償取得は困難で力たとされるよう 

になった，と指摘していも。

第 1 章では，ネプラス力州ゲイジ郡の地誌概況を 

説明していろ。

第 2 章では，著者は,ホ一ムスチッド法下に取得さ 

れた公有地面積は，農科大学証券によるそれにはるか 

に劣っていたとしている。多数の西部諸州.諸郡のな 

かから，とくにネブラスカ州ゲイジ都が選ぱれた理由 

は, 第一に，.ホ，- ムスチッド農場第一号が収得された 

郡であり，第二に，大廣模な土地投機業者，嫉道会社， 

州政府• 外(S人大地主による小作制およびインディア 

ン保留地など，アメリカ西漸運動のi s 史に登場するす 

ベての役者が並存した郡やもり，公有地処分をめぐる 

さまざまな問題が集中的にあらわれているからであり， 

第三に，コーネル大学留学当時の指導教授ゲイツ教授 

がその著 Frontier Landlords and Pioneer Tenants に 

お、、て，西部の大地主でゲイジ郡にも大量の±地を取 

得していたス力リ一家について手がけていたが，ゲイ 

ジ郡を全体としては分析していなかった，という事情 

によるものである。著者はゲイジ郡全域ではなく， 6 
つのタクンシップを分析対象として選んでいる。ホー 

ムスr ツド収得地の多いタウンシップ2 つ，鉄道♦社 

への付与，地，州有地，農科大学IT:券収得地，インディ 

アン保®地の多いタウンシップ夫々1 ゥずつを選んで 

分析している。

第 3 Jきで箸者は，開拓廣民は主として川沿いの低地 

をホ一ムス.チッド法，軍人士地証券および現金によジ 

収得したが，不在土地投機業者は廣科大学証券によっ 

て大燈の土地を台地に収得した，と指摘している。

第 4 章では著者は，ホームプ、テッド法による公-右地 

者はどの殺族土地取得に成功したかを考察してい 

る。ポー*に，タクンシップによって地域差があるが， ■
つ H230)
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